
米原市告示第８８号 

米原市空家バンクサポーター設置要綱を次のように定める。 

  平成３１年３月２７日 

米 原 市 長  平 尾 道 雄 

 

米原市空家バンクサポーター設置要綱 

 

(目的) 

第１条 この要綱は、空家を活用した本市への移住定住を促進するため、空家所有者の空家バ

ンク登録等および移住希望者の移住定住を支援する米原市空家バンクサポーター（以下「サ

ポーター」という。）を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。 

(定義) 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

 (１)  空家 個人が居住を目的として所有し、かつ、現に居住せず、または近く居住しなく

なる予定の市内に存在する建物およびそれに付属する物件をいう。  

(２)  空家所有者 空家に係る所有権その他の権利により当該空家の売買、賃貸等を行うこ

とができる者をいう。 

(３) 空家バンク 空家の売却または賃貸を希望する空家所有者から申込みを受けた情報を、

市内への移住定住を希望する者に提供する制度で、まいばら空き家対策研究会が運営する

ものをいう。 

(４) 移住希望者 市内への移住定住または定期的な滞在を目的として、空家の利用を希望

する者をいう。 

 (活動内容等) 

第３条 サポーターは、空家を活用した本市への移住定住の促進について次に掲げる活動を行

うものとする。 

 (１) 市や空家バンクへの空家に関する情報提供 

 (２) 空家所有者への必要な情報の発信、空家バンク登録の働きかけ 

  (３) 移住希望者への必要な情報の発信 

  (４) 空家所有者および移住希望者からの相談等に対する協力および助言 

 (５) 市や空家バンクが開催する空家対策に関するイベント等への協力 

 (６) 前各号に掲げるもののほか、第１条に掲げる目的を達成するために必要な活動 



(対象者) 

第４条 サポーターは、第１条に掲げる目的に賛同した者とする。ただし、次の各号に掲げる

者は除くものとする。 

 (１) 米原市暴力団排除条例（平成23年米原市条例第36号）第２条第２号に規定する暴力団員

（以下「暴力団員」という。）または同条第１号に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接

な関係を有する者 

(２) 前号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める者 

 (登録等) 

第５条 サポーターの登録を希望する者は、市長に空家バンクサポーター登録申込書兼同意書

（様式第１号）を提出するものとする。 

２ 市長は、前項の申込者をサポーターに登録するときは、当該申込者に空家バンクサポータ

ー登録証（様式第２号）により通知し、空家バンクサポーター台帳（様式第３号）に登録し

て相談の用に供するものとする。 

３ サポーターは、第１項の申込書の内容に変更があったときは、市長に空家バンクサポータ

ー登録変更届出書（様式第４号）を提出するものとする。 

４ サポーターは、登録の抹消を希望するときは、市長に空家バンクサポーター登録辞退申出

書（様式第５号）を提出するものとする。 

(守秘義務) 

第６条 サポーターは、この要綱に基づく活動において知り得た秘密を他に漏らしてはならな

い。また、サポーターを退いた後も、同様とする。 

(取消し) 

第７条 市長は、サポーターにふさわしくない行為が認められた場合は、サポーターの登録を

取り消すことができる。 

(活動報告) 

第８条 サポーターは、別表に掲げる活動を行ったときは、空家バンクサポーター活動報告書

（様式第６号）を空家バンクを経由して市長に提出するものとする。 

 (謝礼金の支給) 

第９条 市長は、前条の規定により空家バンクサポーター活動報告書の提出を受けたときは、

その内容を審査し、適当と認めるときは、別表に定める額の謝礼金を当該サポーターに支給

するものとする。 

 (庶務) 



第10条 サポーターに関する庶務は、まち整備部経済振興局シティセールス課において行う。 

 (その他) 

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

 

   付 則 

 この告示は、平成31年４月１日から施行する。 

   付 則（令和３年４月１日告示第153号） 

 この告示は、令和３年４月１日から施行する。 



別表（第８条、第９条関係） 

活動内容 謝礼金額 

サポーターの活動により、空家バンクへの物件登録が成立 2,000円/件 

サポーターの活動により、空家バンク登録物件の賃貸または売買が成立 5,000円/件 

 



様式第１号（第５条関係） 

年   月   日 

空家バンクサポーター登録申込書兼同意書 

 

米 原 市 長  様 

住所 

 

氏名              ㊞ 

 

 米原市空家バンクサポーター設置要綱第５条第１項の規定に基づき、米原市空家バンクサポ

ーターの登録について、次のとおり申し込みます。 

 

ふりがな 

氏  名 

 

 

生年月日 年   月   日 （       歳） 

職  業  

住  所 
〒 

 

電話番号 （自宅） （携帯） 

E-Mail  

サポーターとしての

意気込みなど 

 

主な活動地域 
※サポーターとして活動いただける主な地域（自治会、学区等）を御記入ください。 

 

１ 私は、空家バンクサポーター活動において知り得た秘密を他に漏らしません。 

２ 私は、本申込書の内容を、空家バンクおよび活動地域の自治会に提供することに同意します。 

３ 私は、氏名および活動地域に関する情報を、市公表ウェブサイト等で公表することに同意し

ます。  

      年   月   日 

氏名              ㊞ 



様式第２号（第５条関係） 

（表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（裏） 

 

登録第  号 

空家バンクサポーター登録証 

 

 米原市バンク空家バンクサポーター設置要綱第５条第２項の規定により、米原市空家バン

クサポーターに登録したことを証します。 

 

   年   月   日 

 

             様 

 

米 原 市 長  印   

 

注 意 事 項 

 

１ 空家バンクサポーター活動において知り得た秘密を他に漏らしてはいけません。 

２ 空家バンクサポーター活動中に事故等が発生したときは、速やかに市に連絡してくださ

い。 

３ この登録証を紛失したとき、または変更が生じたときは、直ちに市に連絡してください。 

４ この登録証を他人に貸与または譲渡しないでください。 

５ 登録を辞退するときは、必ず登録証を返還しください。 

 

 

米 原 市 



様式第３号（第５条関係） 

空家バンクサポーター台帳 

 

登録

番号 
氏  名 住  所 電話番号 活動地域 登録日 

１      

２      

３      

４      

５      

６      

７      

８      

９      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      



様式第４号（第５条関係） 

年   月   日 

 

空家バンクサポーター登録変更届出書 

 

米 原 市 長  様 

 

住所 

 

氏名               

 

 米原市空家バンクサポーター設置要綱第５条第３項の規定に基づき、登録内容の変更を届出

します。 

 

ふりがな 

氏  名 

 

 

住  所 
〒 

 

電話番号 （自宅） （携帯） 

E-Mail  

備  考  

 



様式第５号（第５条関係） 

年   月   日 

 

空家バンクサポーター登録辞退届出書 

 

米 原 市 長  様 

 

住所 

 

氏名               

 

 米原市空家バンクサポーター設置要綱第５条第４項の規定に基づき、米原市空家バンクサポ

ーターの登録を辞退します。 



様式第６号（第８条関係） 

年   月   日 

 

空家バンクサポーター活動報告書 

 

米 原 市 長  様 

住所 

 

氏名               

 

 米原市空家バンクサポーター設置要綱第７条の規定に基づき、次のとおり報告します。 

 

活動内容 
□ 空家バンクへの物件登録が成立 

□ 空家バンク登録物件の賃貸および売買が成立 

物件所在地 
 

 

 

 上記の物件は、サポーターの活動により成立した物件であり、記載内容に相違ないことを証

明します。 

 

     年    月    日 

 

                    まいばら空き家対策研究会 

                    代表者                  ㊞ 

 

金融機関名  預金の

種別 
普通 

支店名  

口座番号  名義人  

 


